
広　報
にらさき

infor
mation

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

　
お
知
ら
せ

水
道
メ
ー
タ
ー		

	

交
換
の
お
知
ら
せ
（
無
料
）

　
市
で
は
、
計
量
法
に
基
づ
き
8

年
に
1
度
、
水
道
メ
ー
タ
ー
の
交

換
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　
該
当
す
る
お
宅
に
は
、
市
か
ら

委
託
を
受
け
た
韮
崎
市
上
水
道
組

合
加
盟
の
指
定
店
業
者
が
、
5
月

か
ら
9
月
中
旬
ま
で
の
間
、
随
時

事
前
調
査
お
よ
び
取
替
作
業
に
伺

い
ま
す
。
な
お
事
前
調
査
の
結
果

バ
ル
ブ
や
メ
ー
タ
ー
ボ
ッ
ク
ス
等
、

修
繕
工
事
を
さ
せ
て
頂
く
お
宅
も

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

◆�

作
業
す
る
委
託
業
者
は
、
身
分　

証
明
書
（
顔
写
真
入
り
）
を
携　

帯
し
て
い
ま
す
。

◆�

立
会
い
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

◆�

お
留
守
の
場
合
で
も
メ
ー
タ
ー　

の
交
換
作
業
を
行
い
ま
す
の
で　

ご
了
承
願
い
ま
す
。

◆�

事
前
に
個
別
の
お
知
ら
せ
は
行

い
ま
せ
ん
が
、作
業
を
行
っ
た
お

宅
に
は
、「
作
業
の
お
知
ら
せ
」を

投
函
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　
上
下
水
道
課�

水
道
管
理
担
当

�

（
内
線
6
1
6
・
6
1
7
）

　
環
　
境

森
林
に
太
陽
光
パ
ネ
ル
を
設
置

す
る
に
は
注
意
が
必
要
で
す

　
近
年
、
太
陽
光
パ
ネ
ル
の
設
置

が
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
が
、
森
林
の
樹
木
を
伐
採
し

て
太
陽
光
発
電
等
に
利
用
す
る
際

に
は
、
過
去
に
行
な
っ
た
森
林
整

備
に
対
し
て
国
や
県
の
補
助
金
を

受
け
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
補

助
金
の
返
還
義
務
が
発
生
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　
森
林
を
太
陽
光
等
に
利
用
す
る

と
き
に
は
、
事
前
に
左
記
の
い
ず

れ
か
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　
農
林
課�

農
林
振
興
担
当

�

（
内
線
2
2
4
）

　
県
中
北
林
務
環
境
事
務
所

　
　
　
　
　
森
づ
く
り
推
進
課

�

☎
2
3
‒
3
0
8
9

　
峡
北
森
林
組
合

�

☎
2
6
‒
2
3
0
0

　
相
　
談

詐
欺
・
多
重
債
務	

	

迷
わ
ず
ご
相
談
を
！

　
近
年
、
高
齢
者
を
中
心
に
詐
欺

的
な
投
資
勧
誘
や
電
子
マ
ネ
ー
の

詐
欺
被
害
が
多
発
し
て
い
る
ほ
か
、

多
重
債
務
に
陥
っ
て
い
る
方
も
増

え
て
き
て
い
ま
す
。

　
1
人
で
悩
ま
な
い
で
、
迷
わ
ず

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

市
税
等
の
収
納
業
務
を
委
託

　
市
で
は
、
市
税
等
の
コ
ン
ビ
ニ

エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の
収
納
業
務
を

法
令
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
委
託

し
ま
し
た
。

■
委
託
先

　
地
銀
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス

　
株
式
会
社

■
問
い
合
わ
せ

　
収
納
課�
収
納
担
当

�

（
内
線
1
6
3
～
1
6
6
）

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉

給
付
金
の
お
知
ら
せ

■�

年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉

給
付
金
と
は
？

　
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉

給
付
金
（
高
齢
者
向
け
給
付
金
）

は
、「
一
億
総
活
躍
社
会
」
の
実
現

に
向
け
、
賃
金
引
上
げ
の
恩
恵
が

及
び
に
く
い
所
得
の
少
な
い
高
齢

者
の
方
を
支
援
し
、
平
成
28
年
度

前
半
の
個
人
消
費
の
下
支
え
を
す

る
た
め
に
支
給
す
る
も
の
で
す
。

■
支
給
対
象
者

　
次
の
2
つ
の
要
件
を
共
に
満
た

す
方
が
対
象
で
す
。

⑴�

平
成
27
年
度
分
市
町
村
民
税

（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ
て
い
な

い
方
。（
た
だ
し
、市
町
村
民
税

に
お
い
て
、
課
税
者
の
扶
養
と

な
っ
て
い
る
場
合
は
対
象
外
）

⑵�

平
成
29
年
3
月
31
日
ま
で
に
65

歳
以
上
に
な
る
方

　

�（
昭
和
27
年
4
月
1
日
以
前
に

生
ま
れ
た
方
）

※�

支
給
の
可
能
性
の
あ
る
方
に
は

5
月
18
日
ま
で
に
申
請
書
類
等

を
郵
送
し
ま
す
。

■
支
給
額

　
対
象
者
1
人
に
つ
き
3
万
円

■
申
請
受
付
期
間

　
5
月
23
日
か
ら
8
月
22
日

■
お
問
い
合
わ
せ

　
福
祉
課�

社
会
福
祉
担
当

�

（
内
線
1
8
1
）

労
働
保
険
料
と
一
般
拠
出
金
の

申
告
・
納
付
は
お
早
め
に

　
労
働
保
険
料
・
一
般
拠
出
金
の

年
度
更
新
手
続
は
、
期
限
内
に
済

ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。

　
年
度
更
新
申
告
書
の
送
付
は
5

月
末
、
申
告
書
受
理
会
は
6
月
中

旬
以
降
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
28
年
4
月
1
日
か

ら
雇
用
保
険
率
が
改
正
さ
れ
て
い

ま
す
。
内
容
に
つ
い
て
は
、
左
記

の
い
ず
れ
か
に
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※�

申
告
受
理
会
の
日
程
等
は
、
申
告

書
に
同
封
し
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
申
告
・
納
付
期
限

　
毎
年
6
月
1
日
～
7
月
10
日

■
問
い
合
わ
せ

　
山
梨
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
室

☎
0
5
5
‒
2
2
5
‒
2
8
5
2

　
甲
府
労
働
基
準
監
督
署

�

（
労
災
課
）

☎
0
5
5
‒
2
2
4
‒
5
6
1
9

不
法
電
波
は
い
け
ま
せ
ん
！

　
総
務
省
で
は
、6
月
1
日
（
水
）

か
ら
10
日
（
金
）
ま
で
を
「
電
波

利
用
環
境
保
護
周
知
啓
発
強
化
期

間
」
と
し
て
、
電
波
を
正
し
く
利

用
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
周
知
・

啓
発
活
動
及
び
不
法
無
線
局
の
取

締
り
を
強
化
し
て
い
き
ま
す
。

　
ル
ー
ル
を
守
ら
な
い
不
法
な
無

線
局
は
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
放
送
、

携
帯
電
話
な
ど
の
身
近
な
も
の
か

ら
、
警
察
や
消
防
の
人
命
に
関
わ

る
重
要
な
無
線
に
対
し
て
混
信
・

妨
害
を
与
え
ま
す
。

　
安
全
で
豊
か
な
社
会
を
実
現
す

る
た
め
に
、
電
波
は
ル
ー
ル
を
守

り
、
正
し
く
使
い
ま
し
ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ　
関
東
総
合
通
信
局

●
不
法
無
線
局
の
混
信
・
妨
害

☎
0
3
‒
6
2
3
8
‒
1
9
3
9

●
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
の
受
信
障
害

☎
0
3
‒
6
2
3
8
‒
1
9
4
5

●�

地
上
デ
ジ
タ
ル
テ
レ
ビ
放
送
の

受
信
相
談

☎
0
3
‒
6
2
3
8
‒
1
9
4
4
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■
申
込
締
切
日

　
5
月
10
日
（
火
）

　
　
　
　
　
　
（
申
込
書
必
着
）

■
問
い
合
わ
せ

　
山
梨
県
シ
ル
バ
ー
人
材

　
　
　
　
セ
ン
タ
ー
連
合
会

☎
0
5
5
‒
2
2
8
‒
8
3
8
3

就
業
支
援
セ
ン
タ
ー
「
能
力
開

発
セ
ミ
ナ
ー
」
受
講
者
募
集

　
「
初
心
者
の
た
め
の
パ
ソ
コ
ン

講
座
」（
5
月
開
講
）パ
ソ
コ
ン
初

心
者
の
方
（
マ
ウ
ス
や
キ
ー
ボ
ー

ド
の
操
作
に
不
慣
れ
な
方
）
向
け

に
、
パ
ソ
コ
ン
の
基
本
操
作
と

ワ
ー
ド
2
0
1
3
を
使
っ
た
簡

単
な
文
書
の
作
成
な
ど
、
仕
事
に

役
立
つ
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
講
座
を
通

年
で
行
い
ま
す
。

■
定
員　
20
人
（
先
着
順
）

■
費
用

　
受
講
料　
　
　
2
，1
0
0
円

　
テ
キ
ス
ト
代　
1
，2
9
6
円

■
受
付
期
間

　
5
月
16
日
（
月
）
ま
で

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
山
梨
県
立
就
業
支
援
セ
ン
タ
ー

　
甲
府
市
塩
部
4
‒
5
‒
2
8

�

☎
0
5
5
‒
2
5
1
‒
3
2
1
0

再
就
職
を
目
指
す
方
へ	

	

「
職
業
訓
練
受
講
者
」
募
集
中

　
再
就
職
目
指
す
方
を
対
象
と
し
、

再
就
職
に
必
要
な
技
能
・
技
術
を

身
に
つ
け
る
た
め
の
公
共
職
業
訓

練
を
実
施
し
、
早
期
再
就
職
を
支

援
し
て
い
ま
す
。

■
訓
練
期
間　

　
7
月
5
日
（
火
）
～

　
12
月
28
日
（
水
）

■
受
講
料

　
無
料
（
テ
キ
ス
ト
代
別
）

■
申
込
方
法

　

�

6
月
7
日
（
火
）
ま
で
に
住
所

ま
た
は
居
所
を
管
轄
す
る
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
へ

※�

託
児
サ
ー
ビ
ス
付
（
無
料
）
職

業
訓
練
あ
り

■
問
い
合
わ
せ

　
ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
山
梨

☎
0
5
5
‒
2
4
2
‒
3
0
6
6

　
催　
し

韮
崎
高
等
学
校
吹
奏
楽
部		

第
46
回
定
期
演
奏
会

■
日
時　
5
月
15
日
（
日
）

　
開
場　
16
時
30
分

　
開
演　
17
時
～

■
会
場　
東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン

　
韮
崎
文
化
ホ
ー
ル（
大
ホ
ー
ル
）

■
内
容

　
た
な
ば
た

　
八
木
節

　
ス
テ
ー
ジ
ド
リ
ル　
ほ
か

※�

韮
崎
駅
か
ら
無
料
の
シ
ャ
ト
ル　

バ
ス
が
出
ま
す
。（
16
時
15
分　

発
）

　
帰
り
は
演
奏
会
終
了
次
第
運
行

■
問
い
合
わ
せ

　
☎
2
2
‒
2
4
1
5

�

吹
奏
楽
部
顧
問
（
仲
田
）

　
訂
正
と
お
詫
び

平
成
28
年
度
韮
崎
市
健
康		

カ
レ
ン
ダ
ー
の
訂
正
に
つ
い
て

　
4
月
に
配
布
し
ま
し
た
健
康
カ

レ
ン
ダ
ー
に
誤
り
曜
日
が
あ
り
ま

し
た
。
左
記
の
と
お
り
、
お
詫
び

し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

■
乳
が
ん
検
診
日

　
（
誤
）
10
月
6
日
（
金
）

　
（
正
）
10
月
6
日
（
木
）

■
お
問
い
合
わ
せ

　
保
健
課�

健
康
増
進
担
当

�

☎
2
3
‒
4
3
1
0

び
東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
韮
崎
文

化
ホ
ー
ル

■
募
集
対
象

　

�

歌
が
好
き
な
保
育
園・幼
稚
園・

小
学
生
・
中
学
生
の
方

■
主
な
活
動

　

�

生
涯
学
習
フ
ェ
ス
タ
、
武
田
の

里
音
楽
祭
、
地
区
生
涯
学
習

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
へ
の
出
演
等

※�

9
月
か
ら
は
武
田
の
里
音
楽
祭

に
向
け
て
毎
週
土
曜
日
に
練
習

■
年
会
費　
5
，
0
0
0
円

■
指
導
者　
星
ひ
ろ
美

　
　
　
　
　
小
林
美
和（
ピ
ア
ノ
）

■
問
い
合
わ
せ

�

☎
2
2
‒
6
0
3
7
（
星
）

高
齢
者
活
躍
人
材
育
成
事
業

　
高
齢
者
が
技
能
講
習
後
、
就
業

を
通
じ
て
地
域
で
の
活
躍
の
場
に

参
加
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
講

習
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
講
習
会
名

　
「
植
木
管
理
」
講
習
会

■
対
象
者

　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
て

就
業
を
希
望
す
る
60
歳
以
上
の
方

■
日
程

　
6
月
21
・
22
・
23
・
24
日

　
9
時
30
分
～
16
時

■
会
場　
韮
崎
中
央
公
園

■
参
加
料　
無
料

■
定
員　
15
名

　
（
書
類
選
考
等
に
よ
り
決
定
）

■
相
談
料　
無
料

■
問
い
合
わ
せ

　

�
関
東
財
務
局
甲
府
財
務
事
務
所

理
財
課

�

☎
0
5
5
‒
2
5
3
‒
2
2
6
1

　
募　
集

少
林
寺
拳
法
の
拳
士
募
集
！

　
少
林
寺
拳
法
は
護
身
術
で
す
。

　
少
林
寺
拳
法
は
「
人
づ
く
り
」

　
自
分
の
可
能
性
を
信
じ
て
、
人

や
社
会
に
役
立
て
ま
し
ょ
う
。
親

子
で
少
林
寺
拳
法
、ま
ず
は
見
学・

体
験
か
ら
始
め
ま
せ
ん
か
？

■
修
練
日　
毎
週
火
曜
日

　
19
時
30
分
～
21
時
30
分

■
場
所　
韮
崎
高
校
武
道
場

■
費
用

　
部
費　
1
，5
0
0
円（
毎
月
）

　
入
会
費　
3
，
0
0
0
円

�

（
入
会
時
の
み
）

　
年
会
費　
4
，
0
0
0
円

■
問
い
合
わ
せ

　

�

韮
崎
少
林
寺
拳
法

　
　
　
ス
ポ
ー
ツ
少
年
団

☎
0
9
0
‒
2
2
5
7
‒
3
5
5
5

�

（
村
岡
）

韮
崎
シ
テ
ィ
ジ
ュ
ニ
ア	
	

コ
ー
ラ
ス
団
員
募
集

■
練
習
日　

　
毎
月
第
2
第
4
土
曜

　
13
時
30
分
～
15
時
30
分

■
練
習
場
所

　

�

市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
ニ
コ
リ
及

★
火
災
に
よ
る
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
、「
住
宅
用
火
災
警
報
器
」
の
点
検
を
し
ま
し
ょ
う
。

市民バスの時刻表の改正
　5月 1日より市民バス全路線の時刻表を
改正します。
※�同時配布の時刻表のほかHP でもご覧に
なれます。

■問い合わせ
　企画財政課�企画推進担当（内線 357）
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